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2025-9-16 第71回補装具評価検討会 

 

○増田補佐 定刻になりましたので、ただいまより第71回「補装具評価検討会」を開催い

たします。 

 構成員の皆様におかれましては、大変お忙しいところ、お集まりいただきましてありが

とうございます。 

 本日、構成員の皆様には、会場またはオンラインにて御参加いただいております。また、

傍聴席は設けず、YouTube上でライブ配信を行っておりますが、アーカイブ配信をいたしま

せんので、会場開催時間帯のみ視聴可能となっております。御承知おきください。 

 最初に、構成員の交代がありましたので、御紹介させていただきます。本検討会の座長

をお務めいただきました樫本前構成員に替わり、宮城県リハビリテーション支援センター

技術副参事兼技術次長 西嶋一智構成員が就任されました。 

 西嶋構成員、一言御挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。 

○西嶋構成員 宮城県リハビリテーション支援センターの西嶋でございます。 

 前任の樫本に替わりまして、この会に参加させていただくことになりました。皆さん、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○増田補佐 西嶋構成員、ありがとうございました。 

 続きまして、構成員の出席状況について御報告申し上げます。本日は12名全ての構成員

に御出席いただいており、会場が８名、オンラインが４名となっております。 

 続きまして、事務局におきまして人事異動がございましたので、御報告させていただき

ます。 

 企画課長の乗越でございます。 

○乗越課長 乗越でございます。よろしくお願いいたします。 

○増田補佐 自立支援振興室長の前田でございます。 

○前田室長 自立支援振興室長の前田と申します。よろしくお願いいたします。 

○増田補佐 同じく自立支援振興室福祉用具支給調整官の野原でございます。 

○野原調整官 野原です。よろしくお願いいたします。 

○増田補佐 そして、私、自立支援振興室長補佐の増田でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 議事に先立ちまして、厚生労働省障害保健福祉部長の野村より御挨拶申し上げます。 

○野村部長 障害保健福祉部長を昨年からやっています野村でございます。今、気がつい

てみましたら、事務局、私以外は皆、替わっているという状態でございます。引き続きの

お付き合いのほど、よろしくお願い申し上げたいと思います。この補装具評価検討会でご

ざいますけれども、通算して71回目ということでございますが、今日は令和７年度になっ

てからの１回目ということでもございまして、御挨拶のお時間を賜れればと思います。 

 まず最初に、構成員の皆様方、お忙しい中、さらには９月と思えない暑さの中でござい
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ますけれども、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。障害保健福祉施策の推

進、その中でも補装具費支給制度、こちらを円滑に運営していくためには、皆様方からの

お力といいましょうか、お知恵といいましょうか、こういったものが必要でありまして、

平生より多大な御支援、御協力を賜っておりますことに厚く御礼を申し上げたいと思いま

す。 

 この補装具や補装具費支給制度でございますけれども、補装具の製作に必要となる原材

料費の価格高騰でございますとか、補装具を製作することに関わる技術の日進月歩と言う

とあれかもしれませんけれども、新たな技術が出てきているなど、環境というのは、世の

大きな動きであったり、あるいは補装具固有の環境であったりといったところで変化に見

舞われている状況でございます。こうした状況の中で、現在、厚生労働省といたしまして

も、光熱費の高騰分に対しては、公定価格の仕組みでもございますので、補装具事業者の

ほうで価格転嫁していくということも難しくございます。 

 そういう状況もありますので、各自治体のほうで重点支援地方交付金というのがありま

して、これは各種、こういった価格高騰に対応するために、補装具事業者だけではなくて、

例えば医療施設とか福祉関係施設、介護施設とかにも活用していただいて結構だというよ

うな交付金がございますけれども、これを積極的に補装具分野でも活用してもらいたいと

いうことであるとか、あるいは令和９年４月の補装具の告示改定に向けて、補装具の製作

に関連する原材料の仕入価格とか輸送コストとか、あるいはそこに従事される方々の給与

費などに関する実態調査の準備を進めるとか、あるいは後ほど御説明申し上げますけれど

も、技術革新を視野に入れた研究などを進めていただいているところでございます。 

 また、この補装具費支給制度がより円滑、より適切に運営されていく、それを必要とさ

れる方のために、より円滑に動いていくことが必要でございますので、過去を見てみまし

ても、３年に一度の改定というタイミングに限らず、関係団体の方々からの現場の御意見

なども頂戴しながら、この検討会の場で御議論いただいて、その３年の間でも、例えば追

加で補足の通知を出す等々の見直しを行ったりといったことの対応をやってきたところで

ございます。 

 今回、このお集まりいただきました検討会から議論が始まる令和７年度の議論におきま

しても、令和８年というものに向けて、今、示されている各種対応の中で何か補足したり、

見直しをしたりすることがないかということについて、また御検討を進めていただければ

なというふうに思います。そういう意味では、今日、お集まりいただきましたけれども、

これから年度内、数回予定してございます。忌憚のない御意見を賜れれば幸いでございま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○増田補佐 続きまして、検討会を開催するに当たっての会議の進行役である座長につき

まして、前座長の御退任に伴い、新たに座長を選任する必要が生じました。座長の選任方

法は、開催要綱２の（４）のとおり、構成員の互選により選出となっております。どなた

か御推薦をいただけますでしょうか。 
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 浅見構成員、お願いいたします。 

○浅見構成員 高岡徹構成員を推薦させていただきます。 

○増田補佐 浅見構成員、ありがとうございます。 

 それでは、高岡構成員に座長をお願いしたいのですが、皆様、よろしいでしょうか。 

（委員首肯） 

○増田補佐 ありがとうございます。「異議なし」とのことでございますので、高岡構成

員に座長をお務めいただきたいと思います。 

 高岡座長におかれましては、大変お手数ですが、座長席に御移動いただき、一言御挨拶

をいただいてもよろしいでしょうか。 

○高岡座長 横浜市総合リハビリテーションセンターの高岡です。座長に選出いただき、

ありがとうございます。 

 私は、リハビリテーション科の医師として、義肢装具や車椅子などの処方や適合という

臨床業務を行ってまいりました。一方、身体障害者更生相談所の医師として、判定業務等

の行政に関わる仕事もしてまいりました。どちらの立場もやってきたということで、そう

いう立場での発言や役割というのを期待されているのだというように考えております。 

 前座長の樫本先生のようには円滑に会議を進められないと思いますけれども、皆様方の

御協力を得て役目を果たしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、副座長を指名しなくてはいけないということを聞いておりまして、ぜひ芳賀構成

員を指名させていただきたいのですが、皆様、よろしいでしょうか。いかがでしょう。 

（委員首肯） 

○増田補佐 高岡座長、ありがとうございました。 

 芳賀副座長からも一言御挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。 

○芳賀副座長 今までに引き続いて副座長を務めさせていただきます。高岡座長をサポー

トしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○増田補佐 芳賀副座長、ありがとうございました。 

 以降の進行につきましては、高岡座長にお願いさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○高岡座長 では、よろしくお願いいたします。 

 まず、事務局から配布の資料の確認をお願いいたします。 

○増田補佐 本日の資料は、議事次第、資料１～３、参考資料１～４となっております。

資料の不足などございましたら、事務局にお申しつけください。 

○高岡座長 お手元の資料、大丈夫でしょうか。 

 それでは、本日の議事に入ります。議題１「令和７年度補装具評価検討会について」、

まず、事務局から説明をお願いいたします。 

○野原調整官 それでは、まず、資料１「令和７年度補装具評価検討会のスケジュール（案）」

を御覧ください。 
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 スライドの２枚目になります。今年度は、本日開催しております第71回から、３月に開

催予定の第74回まで、４回の検討会を予定しております。本日は、既に実施しました団体

ヒアリングの報告等を行い、次回検討会で令和８年度告示等の改正に向けた具体的な方向

性について御検討いただきたいと考えております。 

 また、１月にはⅠ類の検討会で完成用部品の指定審査を行っていただき、３月にはその

報告と告示等の改正内容について、最終的な御検討をお願いする予定でおります。 

 資料１についての説明は以上となります。 

○高岡座長 資料１については、特に御質問などございませんね。 

 では、続きまして、資料２について、お願いいたします。 

○野原調整官 続きまして、資料２「令和７年度補装具費支給制度に関する団体ヒアリン

グ結果」を御覧ください。 

 ２枚目になります。今年度実施した団体ヒアリングの概要を、まず、御説明させていた

だきます。 

 回答期間は、令和７年７月11日から８月８日まで。 

 実施団体は、30団体に向けて行いました。 

 調査項目は、１つ目が「現状の問題及び提案する解決策」について。各団体２点までの

意見を伺いました。２つ目は本年度改善された項目について伺っています。 

 回答数は、１つ目の質問に対して30団体のうち27団体から48件。２つ目の質問に対して

30団体のうち９団体から18件の御回答をいただきました。 

 ヒアリング先の団体については、スライドにあるとおりです。 

 スライド３枚目です。現状の問題及び提案に対する解決策について、事務局で類するも

のをまとめてから４つに分類しました。１つ目の、本検討会での議論が必要と考えられる

ものが２題。２つ目の、さらに詳細な調査を要するもの、引き続き調査・研究を要するも

のが８題。３つ目の、現行制度で対応、もしくは説明が可能なものとして、本検討会での

議論を要しないものが15題。４つ目の、補装具費支給制度対象外の問題や、検討するか判

断する根拠が不足しているもの、過去の検討会で議論済みのものとして、本検討会での議

論を要しないものが10題となりました。 

 お時間の関係上、本検討会での説明はⅠとⅡについてのみ行い、ⅢとⅣについては割愛

させていただきたいと思います。 

 まず、１つ目の、検討会での議論が必要と考えられるものについて説明させていただき

ます。５枚目になります。 

 完成用部品の機能分類についてということで、同等の機能を有する義肢装具の完成用部

品で、安価なものでのみ組み合わせたものや、必ずしも同一メーカーのものでない場合な

どがあり、メーカーの保証対象外になるような使われ方があるという問題が回答として上

がってきました。 

 こちらについては、都道府県により多少違いがあるようですが、同等の機能であれば安
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価な完成用部品を指定する、もしくはより安価なパーツに変更できないか確認するなどと

いった、他社メーカーとの組合せとなるような部品の指定をされることが実際にあるよう

です。そこで、同一機能の完成用部品は、まとめて統一した価格を設定することを検討い

ただけないか、という御提案になります。 

 先に進みます。６枚目です。補装具費意見書作成医師と市区町村等の連携についてとい

うことで、これは補装具費支給意見書を作成する医師に、意見書の内容と異なる支給決定

が下りたときに、連絡がない、何も知らせがないということが問題として上げられていま

す。実際には、意見書の内容について、更生相談所のほうから確認等の問合せをされると

いうことは多く行われていることだと思いますが、一部でまだ十分でない部分があるので

はないかと思われますので、支給決定に関わる関係各所の業務円滑化のためにも、各所の

実情に応じた方法で情報の共有を推進していただくように、指針に定めることを検討いた

だけないかという御提案になります。 

 ここまでが今年度の本検討会での議論が必要と考えられているものについての説明にな

ります。 

 続いて、さらに詳細な調査を要するものとして分類した８題になります。 

 ８枚目になります。3D技術に関する項目の新設についてということで、こちらは現在、

厚生労働科学研究において取り扱っているテーマでもあるため、引き続き調査を進め、報

告を基に検討会での検討をお願いする予定です。なお、制度へ導入するに当たっては、個

人情報を含むデジタルデータの取扱いに関する運用指針等が示されているなどが必要であ

ると考えております。 

 続いて、９枚目です。姿勢保持装置の項目新設についてということで、こちらは現在、

告示別表にある姿勢保持装置の項目ですが、実際に使用されている機能的なものとの差が

見られるという問題で、項目の見直しが必要になっているのではないかというものです。

こちらは団体から詳細な比較、実際に使われているものと告示別表に載っている項目との

比較というものが提出されておりますが、今後、さらに調査した上で項目を新設するかど

うか、どういった内容で新設するのかといったことを検討する必要があるものとして、こ

ちらに分類いたしました。 

 次に、スライド10枚目になります。こちらは車載用姿勢保持装置の項目の新設について

です。車載用姿勢保持装置の上限価格が実勢価格と差がある。また、車載用姿勢保持装置

の装着や採寸といった作業に対する費用が含まれていないということが問題として上がっ

てきています。こちらについても、今後、実際どれぐらいの差があるのかといった調査を

した上で検討する必要があるものとして、こちらに分類いたしました。 

 次に、11枚目です。重度障害者用意思伝達装置と歩行器の調整費の新設についてですが、

重度障害者用意思伝達装置については、現在、厚生労働科学研究において取り扱っている

テーマでもあるため、引き続き調査を進め、その報告を基に検討会で検討をお願いする予

定でおります。 
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 12枚目です。視線入力装置使用時の呼び鈴分岐装置の導入についてということで、こち

らも重度障害者用意思伝達装置の分野の話ですが、こちらについても厚生労働科学研究に

おいて取り扱っているテーマでもあるため、報告を基に検討会での検討をお願いすること

になると思います。 

 次に、スライドの13枚目になります。こちら、借受けについてということですが、重度

障害者用意思伝達装置のスイッチを含む借受けに関するものと、借受け制度が間もなく10

年となるということで、制度の見直し等が必要なのではないかという２つの御意見なので

すが、現在、借受けについて、厚生労働科学研究においてテーマとして取り扱っているた

め、こちらも引き続き調査を進めて、その報告を基に検討会で検討をお願いする予定でお

ります。 

 スライドの14枚目です。こちら、補聴器の上限価格についてということになるのですが、

価格の改定に関するものになりますので、価格改定に向けた調査を行った上で、検討会で

検討していただくということになります。なお、令和９年度の価格改定を見越して、今年

度、価格調査を実施する予定でおります。 

 次に、スライドの15枚目です。骨導式補聴器の価格についてということで、こちらも価

格改定に関するものですので、価格改定に向けた調査を行った上で、検討会で検討をお願

いすることになると思います。 

 ここまでが詳細な調査を要するものとして分類したものについての説明になります。 

 Ⅲ、Ⅳについての説明は割愛させていただきます。 

 資料２についての説明は以上になります。 

○高岡座長 ありがとうございました。 

 では、これから、今、御説明いただいた整理番号のⅠとⅡに関しての御意見や御質問を

賜りたいと思います。御意見がある場合は、会場の皆様は挙手していただき、オンライン

の皆様はZoomの「手を挙げる」機能を使って御発言していただきたいと思います。オンラ

インの皆様におかれましては、御発言のないときはミュート機能の設定でお願いいたしま

す。 

 それでは、まず、資料１に関しては、先ほどちょっと言ってしまったのですけれども、

今後のスケジュールということですので、特に御質問ということもないと思いますけれど

も、何か確認したいことがありましたら、構成員の皆様から。特にこれはよろしいでしょ

うか。 

 では、また日程調整等々、入ると思いますが、御参加よろしくお願いいたします。 

 では、資料２に関してです。団体ヒアリングの結果を御説明いただいたのですが、だら

だらと行ってしまうと分からなくなってしまうので、順番に１つずつ行きたいと思うので

すが、まず整理番号Ⅰ－①完成用部品の機能分類についてというところから始めていきた

いと思います。機能分類したらどうかということなのですが、この件につきまして、御意

見、御質問、よろしくお願いいたします。 
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 座長から質問して申し訳ないのですが、これは具体的には、どういうふうに誰が進めて

いくというのはあるのでしょうか。 

○野原調整官 こちらについては、実際にどういったものが機能的にまとめられるのかと

いったところについて、厚生労働科学研究のチームのほうに取りまとめをお願いできれば

と思っています。実際に機能的にまとめられるもので、例えば義足のチューブやクランプ

アダプターのように、組み換えても問題なく組み立てることができるようなもの、体重を

支持するようなものについてまとめていただき、その後、事務局のほうで、実際にどうや

ったら価格をまとめることができるのかということについて、試案を出して検討会に提出

するという形になるのではないかと考えております。 

○高岡座長 分かりました。ありがとうございます。現在、動いている厚生労働科学研究

の班で取りまとめというか、案を出していただいたものを厚労省のほうで試案というか、

まとめていただき、またこの会に提出していただくという流れを想定しているということ

でよろしいですか。 

○野原調整官 そうなります。 

○高岡座長 では、担当する研究班の方、大変かもしれないですが、よろしくお願いした

いと思います。 

 ただ、すみません、私ばかりしゃべって申し訳ないのですが、ある程度、義肢装具士の

選択する裁量を認めたらどうかということだと思うのですが、かなりの更生相談所は恐ら

く認めているのではないかと思っているのですね。細かい選択まで指定することは逆に難

しいところもあるので、ある程度の選択は専門性を発揮していただいて、よほど何か間違

いがあるということがあれば、もちろんチェックしますけれども、というところは多いの

ではないかなと思っております。機能分類することそのものは特に私も反対はございませ

んが、いかがですか、構成員の皆さん。このような形で進めていただいて、御意見をまた

いただくという流れでよろしいですか。 

 では、浅見構成員。 

○浅見構成員 ありがとうございます。 

 機能分類をするということには、わかりやすくする目的があると思います。しかし、義

肢装具は、医師が処方することになると思いますので、処方の時点では機能だけを処方す

るということになりますのでしょうか。部品の選択・裁量については、医師より新しい部

品の情報等をご存じの義肢装具士の方々に与えることはは適切であるという一つの考え方

ではありますが、本来であれば、医師が細かいところまで処方するべきだと思います。そ

の辺りの裁量について質問させていただきます。 

○高岡座長 その辺りは事務局のほうでいかがですか。 

○野原調整官 その辺の仕組みについても含めまして検討していくという形で考えており

ます。必ずしも機能分類としてまとめるということだけではなく、そこにあります問題が

出てくれば、それも検討課題として取り上げたいと考えております。 
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○浅見構成員 ありがとうございます。 

 機能の指示さえもできていない処方もあるかと思いますので、最低限、医師は処方にお

いて機能の指示はすべきであるということも徹底していただければと思います。今後、皆

様の御意見をまとめていただければと思います。ありがとうございました。 

○高岡座長 ありがとうございます。機能的なところまで選んでやるという裁量ではない

と私も考えます。あくまで、チューブとかクランプアダプターという製品名までは、さす

がに私も指示したことがないので、それは膝継手を使ったりしたときの相性といいますか、

組合せというところをぜひ選んでいただいてというところかなと思いますが、その辺はま

た案が出てきたところで、ここで具体的に御検討いただければと思います。 

 どうぞ、お願いいたします。 

○井村構成員 井村でございます。 

 内容につきましては、先生方の御意見のとおりだと思うのですが、スケジュールについ

て確認したいのですが、今回、これを厚労科研の研究班に投げて、その調査結果を基に検

討ということなのですが、多分、今の研究班が今年度、最終年度だったと思うのですけれ

ども、それを今年度内に仕上げてもらうというのは、あまりにも期間的に、最終的に、ど

こまでかと踏み込むと結構な議論と資料が必要なので、その辺はどこをお尻にして検討す

るのかだけ教えていただきたいと思います。 

○高岡座長 井村構成員からスケジュールに関して、見通しはどうなのだという御質問が

ございました。事務局のほうからいかがでしょう。 

○野原調整官 スケジュールについてですが、まずは、実際にどれぐらいのものが対象と

なるのかという、その数の把握はこれからになりますので、可能なものからというイメー

ジでおります。可能なものについてピックアップして、何個か、例えばチューブとかクラ

ンプアダプターとかだけで、可能かどうかということの検討をまずさせていただきたいと

考えております。それについては年度内で、今年度の完成用部品の指定審査、現在、申請

受付中ですけれども、１月に審査がありますので、次回の検討会で何かお示しできるもの

があれば、今年度中のトライアルができるのではないかと思っております。早ければとい

う話になります。検討の段階で問題が出てきた場合には、次年度の検討課題とさせていた

だくことも視野に入れております。 

○井村構成員 分かりました。ありがとうございます。 

○高岡座長 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 西嶋構成員。 

○西嶋構成員 西嶋でございます。 

 この話というのは、処方する権限を持っている医師だったり更生相談所と、義肢装具士

がうまくコミュニケーションを取れていないからかなと思うのです。義肢装具士が持って

いる専門的な知識・経験が処方にうまく活かされずに、例えば安価だから、一番安いから
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という理由だけで、本来ならば組み合わせるべきではないという情報がうまく伝わらずに、

そういった不適切な処方がなされてしまうことが問題なのであって、コミュニケーション

をしっかり取って、義肢装具士が持っている知識・経験が、それを処方する側の義務とし

て、どこまで、どういうふうな書き方をするかは別ですけれども、指針等でしっかりと示

してあげるということのほうが、POもちゃんと意見を言いやすくなる、言ったものが反映

されやすくなる。 

 当然、適切でない意見に対しては責任もついて回るという話でしょうけれども、そうい

ったこともしていかないと、どこまで医師や更生相談所が指示を出すのか、ざくっとこの

辺の機能でというものなのか、きっちりと処方まで細かいところまで指示するかというと

ころは、やり方によって差があると思うのですけれども、その過程でもって、POの持って

いる技術がしっかりと活かせる、活かしていく方向に持っていくことのほうが、より大事

なのかなというふうに思いました。 

○高岡座長 ありがとうございます。西嶋構成員のお話、ごもっともなお話で、多分、い

ろいろ課題が出てしまったところが問題なのであって、その他、通常やっているところは

あまり問題にはなっていないと、私、さっき言ってしまいましたけれども、というような

問題なのかなと思っております。ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 大西構成員。 

○大西構成員 先生方の御意見、もっともかと思いますが、メーカー側の立場で言うと、

メーカー保証対象外の組合せというのは、どうしても安全上の問題になるかと思いますの

で、更生相談所が当然のことながら最安価の部品を選ぶというのは分かるのですけれども、

もう一つは、メーカー保証というよりか、安全性というところを義肢装具士がどのように

判断してというところを記述いただくというような形になるのもよろしいかと思います。 

○高岡座長 ありがとうございます。今のお話も、安全性優先といいますか、安全性が担

保されなければ使っていただけないということからすれば当然だと思いますので、その辺、

案を出すときには考慮をお願いいたします。 

 そのほか、よろしいでしょうか。特にはよろしいでしょうか。 

 では、先ほどのスケジュールどおりに行くのかどうかというのが、そう簡単に行くのか、

よく分からないところはございますけれども、可能であれば次回、少しお話しをしていた

だいて、その次のときにもう少し具体的なものになっていくかどうかというところで進め

ていただければと思います。 

 では、Ⅰ－①はこれで終わりにさせていただいて、次、Ⅰ－②、これも更生相談所や市

町村からの書面といいますか、指示といいますか、そこに関わる問題だと思います。この

件につきまして、御質問や御意見ございますでしょうか。 

 清水構成員、よろしくお願いいたします。 

○清水構成員 視覚障害の場合は、更生相談所に行って決定ということはないですけれど
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も、これまで私も、数は少ないですけれども、経験があるのが、補装具費の医師の意見書

を書いて、患者さんが眼鏡を造っていただくお店のほうに行くのですけれども、本当はも

ちろんいけないと思うのですが、そちらのほうで勝手に変えられてしまうということを、

数が少ないけれども、経験したことがあるのですね。ですので、その辺りも、せっかくこ

ういった文章を出していただけるのであれば、ちょっと触れていただくような文案にして

いただけると助かるかなと思ってコメントさせていただきます。 

○高岡座長 ありがとうございます。今のは、ここの想定した文章以上かなと思ったので

すが、いわゆる眼鏡店に行って処方箋と違うものができてしまったというお話ということ

でよろしいでしょうか。 

○清水構成員 はい。数はレアではありますけれども、それがあること自体が問題だと思

います。ただ、先方としては、あまり深く考えず、そのようにしてしまっている可能性も

あるわけですけれども、そこもせっかく似たような類似のことかなと、お話を伺いながら

思ったので、徹底していただけるとありがたいです。 

○高岡座長 ありがとうございます。とんでもない話だなとちょっと思ってしまいました

けれども、浅見構成員。 

○浅見構成員 清水構成員にお尋ねいたします。補装具意見書を用いて補装具の製作をし

し、その後に確認作業というのがあると思うのですが、その確認の中で処方と違うものに

なっていれば、そこで指摘されるものではないのでしょうか。違っているものに許可を出

すことになる点が理解できませんでしたのでお尋ねいたします。 

○清水構成員 意見書を書いて、お渡ししてお店で造ってきていただくわけで、それで患

者さんが再び眼科、うちへいらっしゃいますね。そこで見ると、あれ、度が少し違ってい

るという場合が、数はとても少ないですけれども、そこでこちらのほうから造り直してい

ただいてということはありました。だから、単に間違っていたのかもしれないですけれど

も、意図的にというケースもゼロではなかったので、そういったことをこの機会にさらに

周知していただけるといいかなと思います。 

○浅見構成員 ありがとうございます。先生のところにおかれては、最終的には確認され

てされいるので、最初の処方どおりにできているが、他の施設では、処方とは違ったもの

が患者さんの手に渡っている可能性もあることを先生は御心配されているということなの

ですね。 

○清水構成員 そうです。先生、そのとおりです。すみません、言葉が足りなくて。 

○高岡座長 ありがとうございます。今回、Ⅰ－②で出したものは、事業者に対してのも

のとはちょっと違った趣旨の内容ではありますけれども、今、清水構成員のお話は、そも

そも補装具費支給制度そのものをきちんと理解していない事業者さんがいらっしゃるとい

うお話だなと思うので、その辺の徹底はぜひ図っていただきたいと思います。 

 何か事務局からございますか。 

○陳構成員 私、いいですか。僕は何個か経験しているのは県をまたいでの判定です。私
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たち近畿圏から、他府県からたくさんの患者さんを受け入れまして訓練しています。そう

すると、他府県の方なので、出身県の更生相談所の判定に最終的にはなるのですけれども、

その意見書を書かせてもらうのですけれども、許可された補装具が違うと。私どもで仮義

肢の訓練をして一旦、在宅復帰しますね。就労もすると。次に意見書を私が書く。当然、

仮義足で訓練したものが通るようにしっかり書きますね。そうすると、数名ですけれども、

患者さんから連絡がありまして、先生に訓練してもらったパーツと違うものしか許可して

くれませんというお声を聞いたことが数例あります。 

 そのときに、結果的には私が直談判をして、元どおりの義足とかに戻したのですけれど

も、このような事例は多々あるのではないでしょうか。県によって判定基準が違うそのと

き僕は理由を細かく聞かなかったのですけれども、値段の問題ということを言われたよう

な気がします。私たちが選んだ仮義足は価格が高かった。そういうことは皆さん御経験な

いですか。 

○高岡座長 今、陳構成員がおっしゃったようなことは、先生に対しての問合せというの

が更生相談所からは入っていなかったということでしょうか。多分、そういうことがあっ

てはいけないというところでの今回の提案だと思っております。 

 今の２つのお話を受けて、事務局からございますか。 

○野原調整官 まず、陳構成員のほうからいただきました御意見のとおり、そういった事

実も全国すべからくあるわけではなく、ところどころそういったことがあるということだ

と思うのですが、そういったことがないように、指針のほうに少し明記させていただいた

ほうが整理しやすいかと思いまして、提案させていただきました。 

 清水構成員のほうからいただきました御意見については、そちらの書きぶりとはまた少

し変わるかもしれませんので、改めて指針のほうにどういう形で入れるかというのを検討

して、案として出させていただければと思います。 

○高岡座長 ありがとうございます。 

 多分、これも先ほど陳構成員からお話があった、相手先とは言わないですが、更生相談

所の判断基準が違うというのはそれぞれ確かにあるかなと思うのですが、問合せをきっち

り入れていただいてやり取りするという作業をしないで決められてしまうというのが困っ

たところといいますか、そこは本来あってほしくないなというところではないかと思いま

す。 

 ほかにはいかがですか。 

 浅見構成員。 

○浅見構成員 今、構成員の皆様方がおっしゃったとおりだと思います。一つは、医師の

処方と違うものを更生相談所が出される場合に必ず問合せをするという書式で、もう一つ

は、判定の時点で最初の処方と違ったものができている場合に違うものを製作したところ

に問い合わせるという書式です。この２つの書式があれば、問題解決につながるのかと思

いますが、いかがでしょうか。 
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○高岡座長 ありがとうございます。どういう所定の書式をつくるかどうかは別にしても、

問題点としてはそこの２つということになるのだと思います。その辺をどう指針の文章に

入れ込むかというのは、また事務局のほうで検討いただいて、また具体的にはこの会議の

中で出していただければよろしいかなと思っております。 

 ほかにはいかがでしょうか。今、Ⅰ－②の議論をしておりますが、よろしいでしょうか。 

 河合構成員。 

○河合構成員 河合です。 

 １つ確認なのですけれども、多くの更生相談所は医師の意見書をまず求めていないので

はないかというのが、大前提として直接判定の場合はあるのではないかと思います。それ

で、陳先生のところのように総合的にやっておられる病院ばかりではないので、治材（治

療材料）でよかったから、それを出してくれと言われても、更生相談所が大概それは認め

ていない地域が多いのではないかと思います。使いこなせない機能を使っている、特に保

険で払っている方たちは、どう見ても使いこなせていないようなパーツを使っておられる

のが実態なので、直接判定の場合は、この意見書が出てくること自体がよく分からないの

です。それともちろんコミュニケーションはしたほうがいいと思うのですが、意見書が出

ているから、それを認めるというのも、議論としては、ちょっとまずいのではないかなと

思います。 

○高岡座長 今回は直接判定の話では全くないですね。直接判定は直接なので、その場で

決まることになってくるので、見積書を見て間違いが時々あるので、そういうチェックは

しますけれども、そういうところでは全くないと思います。 

 あと、保険作製から変わったものに関しては、今回の議論とは全く違った話だと思うの

で、それはまた別の話ということにさせていただいたほうがよろしいと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 西嶋構成員。 

○西嶋構成員 この話、文書判定だったり、市町村決定のことだと思うのですけれども、

それをやっていく中で、意見書や書いた医師とうまくコミュニケーションが取れないで、

医者の知らないところでいつの間にか処方と変わって決定されているぞというところだと

思います。そのときに、どのタイミングでコミュニケーションを取るのか。決まる前に、

決めていく段階できちんとコミュニケーションを取っているときはいいのですけれども、

それをやると今度は時間がかかるというデメリットもなくはないので、ある程度支給を迅

速にということが求められるケースも中にはありますので、そことの折り合いをどうつけ

ていくのか。 

 それと、実際、途中ですらなく、事後にもないというか、いつの間にか判定が終わって

いて違うものが支給されていたということは私も経験がありますので、せめてそれだけは

ないように、事後でもいいからきちんと報告するという考え方もあるかと思うのですけれ

ども、それだと迅速な支給というところにはあまり影響しないのかなと思いますので、そ
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の辺の運用面で、支給決定の前にするのか、支給決定後でもいいのかというところについ

て、若干温度差はあるのかなという感じがしますので、その辺も検討はお願いしたいかな

と思いました。 

○高岡座長 ありがとうございます。どちらと決まったことはないと思いますし、コミュ

ニケーションを取らなくてはいけないということは絶対なので。事後でいいのかと言われ

ると、事後でいいですよとも言いにくいので、それも書けないだろうなと思いますけれど

も、私が答えてはいけないですね。事務局、いかがでしょうか。 

○増田補佐 ありがとうございます。各構成員の皆様方、おっしゃっていただきましたと

おりだと思います。前後のタイミングもしかり、迅速性も大事です。 

 一方で、我々も、今、円滑なコミュニケーションを取っていただいている結果、スムー

ズに進んでいる現場の事務負担をより増したいという気持ちを持っているわけではござい

ませんので、そういった観点も考慮しながら、どこが一番いいバランスかということも含

めて検討させていただきまして、また案という形で御提示させていただければと思ってお

ります。 

○高岡座長 ありがとうございます。ちょっとした変更というのは数え切れないぐらいあ

りますので、一々書類を出していたらたまらないというのはありますので、どの辺りから

出すのかというのを含めて、少しその辺は選択できるといいかなと思っております。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 山口構成員。 

○山口構成員 すみません、熊本の山口です。 

 今、事前なのか事後なのかというお話もございましたけれども、当県のほうでは、判定

依頼が市町村から上がってきた後に書類の審査をしまして、疑義があった時点で処方され

た医療機関に意見書、処方箋を返送しております。その記載内容からこういうところに疑

義がありますということを記載した文書を用意して、それと一緒にお返ししております。

先ほど言われたみたいに、処方された先生もお忙しいので、当所にバックしてくるのが遅

いこともありますので、迅速性という面ではちょっと劣るかもしれないのですけれども、

実際のところ、処方された先生にも御納得いただいて、最終的に支給ができているような

状況じゃないかなと思っております。 

 もちろん、おしかりをいただくようなケースもございますけれども、この手の話という

のは処方された先生とのコミュニケーションをいかに密に取っていくかというのが大事な

話かなと思っておりますので、そういったところにもし問題があるようであれば、各更生

相談所も連携を密に取っていただければいいのではないかと思っております。 

 それと、先ほど陳先生が言われた他県での処方の件でありますけれども、当所の場合で

すと、その他県の更生相談所に判定協力をお願いしております。援護の実施者は熊本です

が、例えば福岡の病院のほうで処方があったり、もしくは福岡の施設にいるのだけれども

というようなケースであれば、福岡の更生相談所で判定をやっていただけないか確認をと
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ります。もちろん、申請者の方の要望を聞いた上での対応になるので、、福岡の更生相談

所で判定してほしいというふうな御要望があれば、こちらから福岡のほうにお願いして御

協力いただけるかどうかというような対応を取ったりしておりますので、その辺りは少し

融通が利いてもいいのかなと思うところはございました。 

 以上です。 

○高岡座長 ありがとうございます。多分、いろいろなやり方が各更生相談所であろうか

なと思うところもあります。コミュニケーションという点では、私は直接電話して問合せ

してしまうこともありましたので、いろいろかなと思います。 

 では、このⅠ－②に関しては、いろいろな文書案というのを出していただいて、また皆

様方に御覧いただくことになるのかなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 では、もう一つ、さらに詳細な調査を要するものということなので、これは引き続きと

いうことが主な結論にはなるのですが、８つございます。１つずつ確認しておきたいと思

いますが、Ⅱ－①3D技術に関してということで、現在、厚生労働科学研究のテーマの一つ

として扱っているので、引き続き調査を進めてまいりますということです。何かこの点に

関して、つけ加えるようなことがございましたらお願いいたします。 

○浅見構成員 浅見でございます。 

 この領域を担当していただいているのが、今日、オブザーバーとして来られている須田

オブザーバーですので、今年度の方向性など、お考えをご説明いただければと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○高岡座長 分かりました。須田先生、いかがでしょう。 

○須田オブザーバー 須田です。 

 ３年目でもありますので、3D技術の導入とか運用についての指針とか、そういったとこ

ろに行けるように進めていきたいのと。あと、個人情報を含むデータとか、いろいろな扱

いもありますので、その辺も留意しながら運用の指針となるものをお示しできるようにし

ていきたいなと思っております。 

○高岡座長 スケジュール的には、今年度最終で、来年度出していただいて、９年度に向

けてという形になりますでしょうか。 

○須田オブザーバー はい、そこに向けて取り組んでいきたいと思います。 

○高岡座長 ありがとうございます。 

 そのほか、現在進めていただいているということですけれども、よろしいでしょうか。 

 では、3Dに関しては、これで行きますね。 

 では、Ⅱ－②姿勢保持装置の項目新設ということですが、これもごもっともなところが

あるなというふうに個人的には思いますけれども、引き続き調査をしていきたいというこ

とです。何かございますでしょうか。 

 西嶋構成員。 
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○西嶋構成員 これ、新たに項目を１個つくってとなると、それなりに裏づけの調査をし

て、大きな節目の改正にという形になってくると思うのですけれども、それまでの間、暫

定的に一部特例を使って、更生相談所単位でしょうけれども、全部というわけにはいかな

くて、どこか大きなところ（項目）１か所だけになってしまいますけれども、そうやって

柔軟に対応していくやり方は、せっかく７年度に（一部特例を）つくったものですから、

活用してもありなのかなと思いました。ただ、どこもこういうやり方に慣れていないとい

うか、今まで経験がなかったので、先行して取り入れるという方法はあるのかなと思いま

した。宮城県では、特例付属品という扱いで一部特例をやっていますので、それで結構問

題なく、事業者さんからクレームがあまり出ないような運用ができていました。 

○高岡座長 ありがとうございます。今年度のヒアリングで、今年度改善された項目につ

いての意見という中にも、一部特例を使っていただいて支給している、その辺はよかった

という御意見もあったようなので、うまく使っていただけると、利用できる範囲が増える

のかなと私も思いました。これはまた、本当に項目をつくっていくとなると、しっかりや

らないといけないので、継続していただきたいなというふうに思っております。 

 いかがでしょうか。これに関してはよろしいですか。 

 河合構成員。 

○河合構成員 河合です。 

 うまくいっていないところもあるということで、一部特例は基準がはっきりしないとい

うことで、関東近辺では基本的には全部特例審査会にかけるという方向の地域が今は、増

えているということを聞いています。業者さんのクレームは相当ありますし、完成用部品

の価格に見合うだけの製作予測価格がついていないので、個別に個人に負担させていると

いうことも聞いておりますので、やり方は考えたほうがいいのではないかなと思っていま

す。 

 以上です。 

○高岡座長 ありがとうございます。そのような御意見も幾つか出ておりました。一部特

例、今年度からですから、どう使ったらいいのだというのは難しいところがあるかもしれ

ません。 

 何か事務局のほうから、この一部特例に関してございますか。 

○野原調整官 一部特例については、自立支援振興室からQAを出してはいますが、使い方

が分からないという、河合構成員のほうからあったような御意見もいただいているところ

でありますので、引き続き運用面でのQAを出すなど、必要なことがあれば行っていきたい

と思います。 

 また、一部特例で対応ということ以外でも、姿勢保持装置の項目新設については、価格

等について令和９年度の改定に向け、しっかりと実情に合った価格の改定を行っていきた

いと思っております。 

○高岡座長 ありがとうございます。一部特例も運用だなと思っているのですけれども、



16 

 

当面は上手に使っていただけるといいのかなと思いますので、その辺のPRではないですけ

れども、普及していただければと思います。 

 では、次に行かせていただきます。次は③ですが、車載用姿勢保持装置、これも項目新

設ということですが、何か御意見ございますでしょうか。これも今年度入ったばかりなの

で、細かい設定ができているとは思えないので、今後、継続しないといけないものだと思

います。ただ、小児、児童だけだったものが成人にも入ったというところは、よかったよ

と言ってくださっているところもあるので、進歩はしているのではないかと思っておりま

すが、何かございますか。 

 浅見構成員。 

○浅見構成員 西嶋構成員にお尋ねいたします。先ほど高岡座長がPRについてのお話もさ

れましたけれども、うまく活用できているところと、うまく活用できていないところの違

いが生じるのはなぜだと思われますでしょうか。内容を十分に把握しようというモチベー

ションの違いなのか、何が問題なのでしょうか。先生の思っておられることがありました

ら教えていただければと思います。 

○高岡座長 ありがとうございます。この会議に参加されている更生相談所ですから、知

っているという前提はありますが、西嶋構成員、いかがでしょう。 

○西嶋構成員 宮城県は直接判定ばかりやっていて、逆に文書判定は認めていないという

ところがありまして、そのため、自分たちで全部見ている分だけクオリティーコントロー

ルがしやすいので、基準では対処できないものについては、遠慮なく特例という形で、特

例補装具も含めて選択できるというところがあって、特例に対する感覚が若干甘いと言わ

れたらそうかもしれないですけれども、すぐ特例、必要なものは必要だ、という形でカー

ドを切ってしまうというところがいいという見方もありますし、他からするとそれはあり

得ないというところもあるかもしれません。 

 ただ、きちんといい仕事をさせてくれるという意味では、事業者にとっては満足度が高

いのかな、という風に自分たちはそう言っていますけれども、本当はどうか分かりません。

少なくとも表向きは、ちゃんとした仕事に対してちゃんと評価をしてくれる、というとこ

ろは喜ばれているのではないかなと思っています。 

○浅見構成員 ありがとうございます。 

○高岡座長 山口構成員、熊本県ではいかがでしょうか。 

○山口構成員 当所においては、今年度、一部特例が入ったのですけれども、正直、あま

り混乱という混乱はないです。実際のところ、事業者側もその辺り、きちんと理解してい

ただいているところもございまして、完成用部品から外れているが、今後も使いたいとい

うようなケースでしたら一部特例であったり、それが２つ以上になるような場合は特例補

装具であったり、そういったすみ分けを明確にしておりますので、意外と混乱もなく対応

できているという感じです。 

○高岡座長 ありがとうございます。恐らく、今まで更生相談所がいかにそこの地域の管
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轄をコントロールしていたかということと、事業者さんや市町村に対する研修をいかにや

っているかというところでの差があるのではないかなというふうに感じます。 

○浅見構成員 ありがとうございます。国のこのような制度改正というのは、実際に利用

される方々や製作者の方々にとって、よりよいものになるように改正されているわけでし

ょうから高岡座長もおっしゃいましたように、PRとか研修をしっかりしていただくことで

上手に使っていただくのが、私もよろしいように思います。 

○高岡座長 ありがとうございます。あと、この車載用に関しては今年できたばかりのも

のですので、価格に関しては、価格調査等、引き続きやっていただいて、作ったらたくさ

ん赤字がどんどん出てしまうというのではとんでもない話であると思いますので、その辺

の調整はぜひ継続していただきたいと思います。 

 では、③に関してはよろしいでしょうか。 

 では、引き続き、④重度障害者用意思伝達装置の話になりますが、まずは調整費の新設

ということです。これも現在、どのような時間がこの調整にかかるのかといった研究をし

ていただいているので、引き続きということで生かしていっていただければと思いますし、

⑤の呼び鈴の分岐に関しても実態調査を現在していただいている途中ですので、引き続き

今年度の成果を確認していきたいと思いますが、何か御意見ございますか。 

 担当されている横井先生、何かございますか。 

○横井オブザーバー すみません、横浜市総合リハビリテーションセンターの横井です。 

 先ほど高岡先生がおっしゃられたように、現在、調整費のほうについては、相談があっ

てから、実際のデモ機の貸出しであったり、フィッティング、導入についての時間の調査

を行っておりまして、それで結果を出させていただければと思います。 

 そして、呼び鈴分岐導入についてですけれども、こちらも去年、当センターで実際に過

去の調査をしておりまして、それプラス、今年度は、日本ALS協会様などに対しても実態調

査を行おうかなと考えております。 

 以上です。 

○高岡座長 急に指名して申し訳ありませんでした。よろしくお願いいたします。 

 ④、⑤に関しまして、御意見ございますでしょうか。 

 どうぞ、お願いいたします。 

○井村構成員 井村でございます。 

 ⑤の呼び鈴分岐装置についてになりますが、私が以前やったときも少し触れていたので

すけれども、そもそも意思伝達装置の呼び鈴分岐装置というのは、意思伝達装置本体がパ

ソコンを使っていて、フリーズする可能性がある。そうすると、それを通した外部とのや

り取りが一切できなくなるので、本体に入る前に分岐させて、いわゆる呼び鈴を鳴らすと

いうことがかなり重きを置かれていたものなのですけれども、今の視線の検出器を使いま

すと、パソコンが動いている前提のものになっているので、これは分岐で何か別の意味合

いになってくるので、単純に呼び鈴分岐装置を置き換えれば、接続装置であればいいのか、
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果たしてそれが妥当かも含めて、少し御検討いただければと思います。 

○高岡座長 御意見ありがとうございます。その辺も研究の中で反映していただければと

思います。現実的には、これは意思伝達にくっつけないで、別途の呼び鈴を使っている方

がいらっしゃいますね。 

○井村構成員 ですので、例えば日常生活用具とかで家庭用呼出し器みたいなものがあれ

ば、それを使ってもらって、別の装置として独立していれば安心なのですけれども、変に

くっつけるとややこしくなってくる気がします。 

○高岡座長 ありがとうございます。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 では、④、⑤は継続して調査いただくということでよろしくお願いいたします。 

 次、⑥も意思伝達に若干絡むところがございますが、これは借受けについての調査研究

も現在進んでいるというところで、借受けに関して何か御質問ございますでしょうか。 

 藤原先生、何か一言ございますか。 

○藤原オブザーバー 御指名ありがとうございます。東京大学の藤原です。 

 借受けに関しまして、この重度意思伝達装置については、横井先生とも御相談しながら

にはなりますが、ここで指摘されてますように、スイッチ等の入力装置が実質的には借受

けとしての運用が適正であろうと、実は考えております。 

 ただ一方で、もともとの制度としては、そういったものを対象としないとされておりま

すので、調整が必要と考えております。 

○高岡座長 ありがとうございます。そうなのですね。スイッチを除くことになってしま

っているというところがそもそもあるのですが。 

 はい。 

○井村構成員 井村でございます。 

 借受けのときに私もいろいろなワーキンググループに入っていた関係がありますが、そ

もそも借受けのスタートが障害者総合支援法を改正するタイミングで借受けを間に合わせ

た関係があるので、かなり駆け込みで入れたものであるので、実態にそぐわないというか、

それぞれの場合が違う要件ですので、それを一緒くたに運用していくのは難しくなってい

ると思うので、借受けという仕組みがあるので、どう運用するかを今の状態でどうできる

かではなく、どういう運用が望ましいかまで踏み込んでいただいて、検討会のほうでがら

っと見直すという検討もできるといいかと思います。多分、今の中でやろうとすると、し

がらみで何もできないと思いますので、それを突っぱねるというか、そんな感じでやって

いただいてもいいかと思います。 

○高岡座長 ありがとうございます。今までの仕組みを無視していいよという話では全く

ないと思いますけれども、望ましい形はこうなのではないかというので出していただくの

が基本形なので、それはよろしいのではないかと思います。あと、実際に費用面でどうか

とか運用でどうかというところは、また課題は出てくるかもしれませんが、こうあるのが
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一番利用しやすいというのを出していただくのがよろしいのではないでしょうかと思いま

す。多分、ここの中では異議はないのではないかと思いますが、余計なお仕事を増やして

しまうかもしれませんが、ぜひ藤原先生、横井先生でお願いしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 ほかにはいかがでしょうか。今の件で事務局からございますか。 

○野原調整官 ありがとうございます。 

 借受けについて、厚労科研のほうからの報告を受けまして、改めて判断させていただき

たいと思いますが、運用についても、どういったレベルで考えればいいのか、見直せばい

いのかということについても御意見としていただきましたので、検討したいと思います。 

○高岡座長 ぜひよろしくお願いいたします。 

 では、借受けに関しては、この程度で今回はよろしいでしょうか。 

 では、次、⑦、⑧の補聴器関係の話ですけれども、⑦に関しては、上限価格なので、こ

れは価格調査を随時行っていますということであろうかと思いますが、⑦、⑧に関して御

意見、御質問ございますでしょうか。 

 石川構成員、お願いいたします。 

○石川構成員 ありがとうございます。国リハ 石川でございます。 

 高岡先生がおっしゃっていただいたように、⑦に関しては、非常にきちんとした厚労科

研の調査が進んでいると思います。今、ちらっと姿が見えましたが、今日、オブザーバー

に蒲生さんがいらっしゃっていると思うのですけれども、そちらのほうの研究を継続して

いただければいいと思います。 

 ただ、基本的には、補聴器というと、皆さん御想像のとおり、気導補聴器を中心に研究

が進んでいて、圧倒的に数も多いので、⑦は多分その内容でまとまると思うのですが、一

方、⑧の骨導補聴器については、残念ながら、今、どんどん製品が造られなくなってきて

いる。つまり、骨導補聴器そのものの需要が下がってきていて、新しい人工デバイスに変

わってきたりしているものがありますので、その影響もあって、出る数であったり、一方、

メーカーが製造しなくなっているという実態があります。 

 これは蒲生さん、多分よく御存じだと思うのですけれども、ここはきちんとした整理を

今後していかないと、今の実態と制度が追いつかないというふうな事態になると思います

ので、きちんと実態調査をして、どういう形が今のものに見合っているのかというところ

をやっていくことが必要なのではないかなと考えております。 

 私からは以上でございます。 

○高岡座長 石川構成員、ありがとうございます。 

 すみません、逆に質問を石川先生にしてしまうのですが、現在の調査をすることで、こ

の辺の価格のことは解決してくるというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○石川構成員 恐らく、今、調査を張っているのは、主には気導補聴器に関するもので、

⑦に関しては、多分それでかなりの部分が解決できると私は考えています。 
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 一方で、⑧をどこまで厚労科研のほうで今、攻めているのかというのが、100％、私も見

えていないのですけれども、骨導補聴器のいわゆる使用実態とかというのは、今回は調べ

ていないと思うのですね。一方で、メーカーが何を今後造り続けて、今後、何をやめるか。

今、そこに書かれているヘッドバンド型、カチューシャ型とも言いますけれども、これは

間もなく製造中止になるのではなかったかなと私は記憶しているところがございます。 

 ですので、今後、これに関してはなかなか難しいなということを感じているので、今の

高岡先生の御質問に対するお答えだと、今の調査項目だけだと、この⑧の回答をつくるの

は難しいのではないか。ここはちょっとすみません、私、蒲生さんに確認しないといけな

いところかと思います。 

○高岡座長 ありがとうございます。 

 蒲生先生、よろしいですか。 

○蒲生オブザーバー 御指名を受けました、テクノエイド協会の蒲生と申します。 

 今年度の調査に関しましては、主に修理の基準に関するところをメインに置いておりま

したので、今後、厚労省のほうとも相談していくところがございますが、⑦に関しまして

は、前回の改定で価格改定が行われておりますので、その辺りをどこまで調査するか、ち

ょっと相談になるかなと思っております。 

 ⑧の骨導式に関しましては、石川構成員のおっしゃるとおりでして、現状の補装具費で

は、この要望にもございますとおり、価格としては出せるものがないと聞いております。

その場合、どうするかまでのところは、現状、私にはデータがないので何とも言えないと

ころですが、この価格で出せないのでどうしたらいいのでしょうかというような質問は受

けているところでございます。 

 石川構成員もおっしゃっていましたが、ヘッドバンド型、私も販売中止しているという

ふうに聞いておりますので、現状、骨導に関して販売しているメーカーというのは、恐ら

く１社。どこかの文献で２社と書いてあったのですが、２社の１社目というのは、もしか

すると軟骨伝導補聴器と呼ばれているものを混同しているのかなと思いましたので、私が

知っているものですと、多分、１社のメーカーしか、眼鏡式の骨導を出しているメーカー

しか存じ上げていないので、それに対してどう調査していくのか、どうするのかというと

ころになります。 

 福祉行政報告例を確認すると、眼鏡式に関しても相当数少なかったので、少ないとはい

えゼロではないので、今後、項目とかをどうするのかというところも含めまして、御相談

になるのかなと思っております。 

○高岡座長 ありがとうございます。私は補聴器の細かい実態は存じ上げなかったのです

が、下手するとなくなってしまうということですね。それでも、要らないなら、ほかのも

ので代替できるということがあると思うのですが、そうはいかない気もします。蒲生さん、

いかがでしょう。 

○蒲生オブザーバー 補聴器業界の状況としまして、外資系のメーカーがかなり多いのが
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現状でして、そのことによって外国の人たちがどう考えるかというところになってくると

思うのですけれども、現状としましては骨導の必要性が低いというところで、多分、骨導

式が出なくなっているというところかなと思っております。石川構成員、手を挙げている

と思うのですけれども、現状、ほかの手術の方法とか、いろいろな方法で代替していると

いうところで、石川構成員にここからコメントを譲りたいと思います。お願いします。 

○高岡座長 石川先生、よろしくお願いします。 

○石川構成員 ありがとうございます。 

 実は、高岡先生のおっしゃるとおり、全く要らないと言い切るのはちょっと無理がある

と思うのですね。例えば、両側の先天性の外耳道閉鎖症の患者さんとかは、どうしても気

導補聴器では難しい。骨導補聴器とかを当然考えることになってくると思います。 

 ただ、今、蒲生さんもおっしゃられたとおり、新しいデバイス、少し例が出ました軟骨

伝導補聴器というものがありますし、手術で行くのであれば人工中耳という道具であった

り、様々な新しいものが出てくるようになってきて、もともと患者数が少ないところにさ

らに新しい機械が加わってくることで、古典的な骨導補聴器の需要が下がっていることは

間違いないです。ですので、メーカーとしては、それだけのものを仮に造ったとしても売

れないので、どうしてもそこから撤退していくというのが現状ではないかと思います。 

 ただ、レアな数の障害者の方々が、それは本当にレアだからいいのかといったら、それ

は絶対違うと思いますので、数が少ないものに対してもきちんとした仕組みをつくってお

かないといけないと思いますから。ただ、１社しか造っていないという蒲生さんのお話で

すけれども、そこに関してのきちんとした制度というのは残しておかないといけないのだ

けれども、現実問題としては、どんどん時代が流れていっているというのも現実のところ

かと思います。 

 以上でございます。 

○高岡座長 ありがとうございます。今日のこの場でこの話題の議論を続けるわけにもい

かないと思いますので、Ⅱ類の中であったり、石川構成員中心に少し調査をしていただく

ということを続けていただき、少なくとも現在利用している方が不利にならないような形

で進めていただけるといいなと思っております。 

 今の件で事務局のほうから何かございますでしょうか。 

○野原調整官 すみません、今年度から、価格調査については、厚労科研から推進事業と

いう別の事業に移しておりますので、実際の価格調査については、また別途、行っていく

予定でおります。 

 その上で、今、御指摘いただいた件数の件ですとか、生産数が少ないもの、取扱数が少

ないものについては、項目を残すのかどうかについても、次回、価格改定の際の参考にさ

せていただこうと考えておりますので、今日いただいた貴重な御意見を参考にさせていた

だいて、項目等の改定をさせていただきたいと思います。 

○高岡座長 ありがとうございます。 
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 河合構成員。 

○河合構成員 河合です。 

 科研の量を増やすようで申し訳ないのですが、技術的なことで言うと、骨導よりも日本

発の軟骨伝導はステレオで、児童に対しての療育の効果は非常に高いというのは、もう明

確なので、科研のほうでもう一歩踏み込んでいただいて、軟骨伝導がどれぐらい出ている

のかまで調べていただくとありがたいです。低価格になるかどうかは奈良県立医大次第だ

と思いますけれども、せっかくの日本発の技術ですので、それを後押しするような方向に

なるほうが、よりよいのではないかと思っています。 

 以上です。 

○高岡座長 ありがとうございます。今回、入れられるかどうか、何とも分からないとこ

ろはございますが、方向としてはぜひ検討していっていただけるとありがたいなと思いま

す。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 石川構成員、お願いします。 

○石川構成員 すみません、軟骨伝導の話題が出たので。多分、今回説明のないⅢ番の項

目に軟骨伝導が入っているかと思うのですけれども、残念ながら軟骨伝導はいろいろな規

格の問題とかで、いわゆる基準内の補装具にするのが非常に難しいという最大の弱点を持

っています。ですので、軟骨伝導の有用性というのは実はかなり分かっていて、奈良県立

医大もどれぐらい数が出ているかという全国的なデータを持っているのですけれども、基

準内に入れるのがなかなか難しいという点がまず１点です。 

 それと、一番の適用になる外耳道閉鎖症は、聴力レベルが大体60デシベルになってしま

うので、いわゆる障害の対象になる方が非常に少ないというところも弱点の一つになって

きます。 

 あとは、残念ながらパワーの問題で、70デシベル以上に使うにはちょっと厳しいという

弱点を持っているので、難しいところがあるというのを一応補足として御説明させていた

だきます。 

 すみません、長くなりました。以上です。 

○高岡座長 ありがとうございます。多分、技術の進歩もこれからあるのかなと思います

ので、それに合わせて、ぜひ調査を続けていただきたいなと思います。 

 ⑦、⑧、あとはよろしいでしょうか。 

 では、Ⅲ番とⅣ番に関しましては、今回はこの場での議論は不要といいますか、なくて

いいという形で話を聞いております。時間も指定された時間よりオーバーしてしまってお

りますので、これくらいにしたいと思うのですけれども、Ⅲ番、Ⅳ番を私も見させていた

だいて、ちょっと注文じゃないですけれども、少しこうしてほしいなというところもあり

ますので、個別、構成員の方、何か御意見ありましたら、事務局のほうへ御意見、よろし

くお願いいたします。 
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 では、議題１についてはこの程度とさせていただきます。 

 次、議題２ですけれども、「その他」ということで、事務局から報告案件があると聞い

ております。よろしくお願いいたします。 

○野原調整官 それでは、資料３「令和７年度厚生労働科学研究等のスケジュール」を御

覧ください。先ほどからお話の中に出てきております厚生労働科学研究の今年度のスケジ

ュールになります。 

 令和７年度に行う厚生労働科学研究等について、事務局から全体の概要を御説明させて

いただきます。令和７年度は厚生労働科学研究の指定課題と公募課題、及び障害者総合福

祉推進事業を実施いたします。 

 指定課題におきましては、研究代表者の浅見先生の下、「技術革新を視野に入れた補装

具費支給制度のあり方のための研究」を３年計画の３年目として行います。 

 運動器系補装具では、基本工作法・購入基準・修理基準の適正化のための実態調査と、

3D技術導入に向けた身体データ等デジタルデータの取扱いを含むガイドライン策定のため

の研究を進める予定です。 

 視覚器系補装具では、アセスメントシート・フォローアップシートの試作・検証と、視

覚障害関連補装具支給に関するガイドツールの作成を進める予定です。 

 聴覚器系補装具では、補装器の修理に要する費用の額の算定に関する基準見直しに係る

実態調査と、支給基準案の作成を進める予定です。 

 重度障害者用意思伝達装置では、呼び鈴分岐装置のニーズ調査を含めた基準価格等適正

化のための実態調査を行う予定です。 

 公募課題におきましては、研究代表者の中村先生の下、「将来的な社会参加の実現に向

けた補装具費支給のための研究」を３年計画の２年目として行います。 

 社会参加の実現に向けた補装具費支給ガイドラインの作成や、高機能な補装具の支給に

よる費用対効果を明らかにすることなどを目標に、今年度は実証実験を行う予定です。 

 また、今年度は単年度の調査となる障害者総合福祉推進事業を実施します。こちらは令

和９年度の告示改定の基礎資料となる、補装具費の原材料等価格及び従業員給与に関する

実態調査を行う予定です。現在、事業に応募した法人の審査が行われておりますので、採

択決定後に調査を開始する予定でおります。 

 資料３についての説明は以上となります。 

○高岡座長 ありがとうございます。 

 ３番に関しては、これからという御報告がございました。 

 まず、１番の指定課題に関しては、浅見構成員から何か追加はございますでしょうか。 

○浅見構成員 御説明ありがとうございました。 

 先ほどから、この検討会の中でも、この指定課題に関する御意見などを頂戴いたしまし

たので、それも踏まえて、最後の年になる本年度の研究を進めてまいりたいと思います。 

○高岡座長 ありがとうございます。 
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 ２番目の公募課題に関しては、中村先生のほうからございますか。 

○中村オブザーバー 中村です。 

 ２年目になって、やっと実証実験が始まりまして、数少ない対象者ではありますが、実

際に高機能な補装具を貸し出して活躍してくれそうな人を対象に実験しています。実態的

には、意外と高機能な電子制御の膝とか筋電義手も、かなり認められる雰囲気は出てきて

いるかなという感触はあります。それは多分、こういう研究とかが理解されてきて、趣旨

がしっかりしていれば、更生相談所も胸を張って支給しますよという意識改革の雰囲気は

あるので、更生相談所がより判断しやすいように、そのための資料をつくっていきたいな

と思っております。 

○高岡座長 ありがとうございます。 

 今、御説明いただきましたが、何か御質問などございましたらお願いいたします。ほか

に何か追加しておきたいということがありましたら、オブザーバーの方でもどうぞ。よろ

しいですか。 

 はい。 

○中村オブザーバー 今日の全体のことでもいいですか。 

○高岡座長 全体もあるかもしれませんが、取りあえずスケジュールということでお願い

いたします。よろしいですか。 

 では、研究のスケジュールに関しましては、このような予定でやっていただくというこ

とになります。 

 では、本日、予定の議題は以上のとおりということになりましたが、では、中村オブザ

ーバー、よろしくお願いします。 

○中村オブザーバー すみません、中村です。オブザーバー兼研究者、かつ義肢装具士と

いういろいろな立場から考えることがあるのですが、１つは、今日のヒアリングの結果で

す。特に、議論に上らなかったⅢ番以降の件数が３分の２なのです。ということは、本来

は分かっているべきことが、実際の専門職の学会や職能団体の人でさえも理解されずに聞

いてくる実態があるということが、まだまだなのではないかと思っています。 

 この検討会の昨年度の最後のときに、これまでの専門官がいろいろな学会で、補装具支

給制度について講演して、全国行脚して広報活動に努めてくれたのはとてもよかったので、

それを続けてくださいとお願いしたのですが、今年はちょっとおとなしいので、ぜひ地道

に、制度を運用・維持するための努力というのを、厚労省はしないといけないのではない

かなというのをつくづく感じています。それが１点。 

 もう一点は、ちょっと厳しい言い方になりますが、補装具の支給制度において、処方責

任をもうちょっと意識したほうがいいのではないかと思っています。我々は義肢装具士と

して物を作る側なので、製造物責任というPL法に縛られるような大きな概念の下で責任を

持って仕事をしているのですが、今日の機能分類にありましたように、安い部品を使いな

さい、それで作りなさいと言われて、それが壊れて患者さんがけがしたときに、じゃあ、
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それは誰の責任になるのですか。作った我々の責任なのですか、それともこの部品を使え

と言った行政の責任ですか。その辺を想像するだけで、本当に作るのが怖くなるのです。

その辺をしっかりしていただきたい。 

 処方を出すのは権限のある医師の責任だと言いますけれども、今、更生相談所に常勤で

いる医師の先生は、はっきり言って10施設しかないぐらいのところで、多くの更生相談所

の判定医はアルバイトです。非常勤だったり、嘱託だったり。そういう人たちにそれだけ

の重い責任を負わせるのか。負わせられないのだったら、決定権のある市町村がそれをち

ゃんと負ってくれるのか。その辺が曖昧なので、一生懸命書いた意見書を平気でひっくり

返したり、その辺があるのではないかと思っています。意見書を書く先生は、目の前に患

者さんがいるので、担当として責任を持って書くのでしょうけれども、その熱意が更生相

談所に伝わっていないというのがあるので、お伝えしたいと思っています。 

 片や、更生相談所がその熱意を受け止められるかというと、この研究班では更生相談所

に対して実態調査を行っていますが、更生相談所の体制にかなり格差があって、脆弱なと

ころはかなり脆弱である。専門家がいない更生相談所も少なくないので、そこにそれだけ

の責任を負わせるのもどうなのかというふうに、研究調査をして感じるところがありまし

た。今日の話題の中では、多くのことが絡み合って動いているので、ここに出てくる先生

方が所属している更生相談所はまともに機能しているのですが、そうでないところはかな

り貧弱なところがあるので、その辺をうまく日本全体として動かしていくにはどうしたら

いいのか、我々も研究者として調べながら、データを見ながら、ちょっと悶々としている

状況なので、それをお伝えしたいと思っています。 

 以上です。 

○高岡座長 ありがとうございます。この会議で話し合えることなのかどうかという問題

はあるのですが、問題意識としてはそのとおりだなと感じているところであります。 

 一番最初に言われた制度面のPRを含めてのお話は、ぜひ厚労省としても続けていただき

たいなと思いますし、できれば構成員の先生方にもそれぞれの地域でいろいろお話しして

いただくとか、研修会をやっていただくとか、そういうのも含めて広めていただかないと

いけないのだろうなというふうに思っております。ぜひいろいろな場面を使ってのPRとい

いますか、周知を続けていっていただきたいと思いますので、厚労省のほうもお願いした

いと思います。 

 ２番目の処方責任は、今、言われたのはあくまで更生相談所がよろしくないですね。 

○中村オブザーバー あのぅ、更生相談所をバッシングしたいわけではなくて、調べたら、

専門家もいないのに、そういうことをやらされている更生相談所もあるので、そういう人

たちをサポートしてあげないと。それイコール、ユーザーさんをサポートすることにつな

がるので。お上の声でこれやりなさいと言っても、やりたくてもできないところが結構あ

ると思うのです。そういうことをフォローしたほうがいいのではないですかというふうに

捉えてください。 
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○高岡座長 多分、２つ問題があって、今のお話だと脆弱な体制しかないところに対して

のサポートをどういうふうにしていくのかという問題と、もう一つは、どこまで本当に責

任を持っているか分からないけれども、指示を出して変更させるというような問題がある

ということですね。またこれは別の問題もあるかもしれないけれども、全体としては更生

相談所の判定の問題というのがあるよということでよろしいですか。 

○中村オブザーバー そうですね。結果的にそれが出てくるのは、判定というプロセスの

中で、いいか悪いかというのが出てくると思いますので、そこで判断できるのではないか

なと思っています。 

○高岡座長 ありがとうございます。 

 事務局に振られても困るかもしれませんけれども、そういう課題があるということで認

識していただければと思います。 

 時間もございませんが、そのほかに何かございますでしょうか。 

 浅見構成員。 

○浅見構成員 ただいま中村オブザーバーがおっしゃいましたけれども、勉強の場という

のは本当に必要だと思っております。私も更生相談所の方に、研修会開催の希望をお話し

たりいたしますが、県としてそのような機会を設けるのが難しいようにも感じます。昨年、

今年と改正もございましたし、今年度は、最低１の研修会等の開催をすることにつきまし

てのご指示を、厚労省のほうから各県に出していただくのはいかがでしょうか。ご検討い

ただければ幸いです。 

○高岡座長 それは事務局に振りましょうか。いかがでしょうか。 

○野原調整官 必ず１回実施するようにというようなことをこちらから申し上げますと、

それこそマンパワーがないところに関しては、逆に御負担になるかと思います。先ほど中

村オブザーバーから御指摘いただきましたとおり、厚生労働省自立支援振興室のほうから

の御案内が少し足りていないというところは真摯に受け止めまして、今後、広報活動、御

説明に伺えるときはきちんと対応させていただきたいと思っております。 

○高岡座長 ありがとうございます。すみません、無理に振って申し訳ございませんでし

た。でも、今、Zoomとか、いろいろ使えるので、それほどすごい設定をしなくても、やろ

うと思えばできなくはないなというふうに感じているところはございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。あとお一人くらいは大丈夫かなと思いますが。よろしい

ですか。 

 ありがとうございました。では、事務局におきましては、本日示された様々な御意見を

踏まえて、次回以降の準備をお願いいたします。 

 それでは、最後に事務局から今後の予定等をお願いいたします。 

○増田補佐 本日はありがとうございました。 

 本日の議事内容は、皆様に御確認いただいた上で、後日、厚生労働省のホームページに

議事録として掲載予定です。 
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 次回の検討会につきましては、日程が決まり次第、改めてお知らせいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○高岡座長 ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして、第71回「補装具評価検討会」を終了いたします。本日は

どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 


